
(〕ヒ164)

平 成 26年 5月 8日

都道府県医師会

担 当 理 事 殿

日本 医師会 常任 理事

鈴 木 邦  彦

平成 26年度耐震対策緊急促進事業について

時下 ます ます ご清栄 の こ ととお慶 び 申 し上 げます。

さて、 国土交通省 に よる耐震 姑策 緊急促進 事 業 につ きま して は、昨年 度 よ りご

案 内 申 し上 げてい る ところで あ ります。

今般 、 同省 住 宅局市街 地建築課 市街 地住 宅整備 室長 よ り本会宛 に平成 26年 度

にお け る同事 業 の説 明会 の開催 につ い て連 絡 が あ りま した。

平成 26年 度 の 同事業 の補助 申請 受付 は、 4月 16日 よ り開始 され てお ります

が、本件 は、そ の説 明会 の周知依頼 にな ります。 説 明会 で は、耐震 改修 工事 の事

例 等 も照会 され る との こ とです。

つ きま して は、貴会 にお かれ ま して も、本件 につ い て ご了知 いた だ く と ともに

貴会管 下 関係 医療機 関 (建 築基 準法 に よる新 耐震 基 準 の適用 (昭 和 56年 6月 1

日)よ り前 に着 工 され た、い わ ゆ る既存 不適 格建 築物 で あつて、階数 3以 上 かつ

5, 000だ 以上 の病 院及 び診 療所 )へ の周 知方 につ きま して、 ご高配 の ほ どお

願 い 申 し上 げ ます。



平成 26年 4月 25日

公益社団法人 日本医師会常任理事 鈴木邦彦 殿

国土交通省住宅局市街地建築課

市街地住宅整備室長

平成 26年度耐震対策緊急促進事業説明会の開催について

建築行政の推進につきましては、日頃から特段の御配慮を賜 り、厚 く御礼申し上げます。

この度、改正耐震改修促進法により耐震診断が義務付けられる建築物に封する補助制度

(耐震対策緊急促進事業)の うち、平成 26年度において、耐震診断等について、民間事

業者等が国に直接補助申請を行 う事業制度に係る説明会を開催することとしました。

この説明会では耐震改修工事の事例等もご紹介をする予定です。

貴会におかれましては、当該情報を関係機関、関係者の皆様に周知をいただきますよう

お願いします。

なお、参加 申し込みについては、耐震対策緊急促進事業実施支援室のウェブサイ ト

(h中ツ/w― .taishin― shienjp/)で ご案内してお りますので、ご確認 ください。
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事業説明会について

平成25年度
交付申請マニュアル・

様式等
はこちら

要緊急安全確認大規模

建築物 *1

耐震基準について既存

不適格であり、改正耐震

改修促進法により、耐震

■ 耐震対策緊急促進事業について

災害に強い国土・地域の構築に向けた建築物の耐震化を推進するため、平

成25年度通常国会において「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が改正

され、一定の建築物等に対し、耐震診断が義務付けられることになりました。

本事業は、建築物の耐震化を促進するため、耐震改修促進法の改正に伴い

耐震診断の義務付け対象となる昭和56年 5月 末までに着工された以下の①か

ら③の建築物のうち大規模なもの(要緊急安全確認大規模建築物)等 につい

て、国が民間事業者等に対し、耐震診断・補強設計・耐震改修に要する費用の

一部を補助するものです。

①病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物

②小学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物

③火菓類等の危険物の貯蔵場。処理場

市区町村の区域内に所在するもの等について、国が直接的に耐震化に係る取

り組みを支援することとしています。

このため、対象となる建築物が所在する地方公共団体 (市区町村及び都道府

分に情報収集してからご対応くださいa(この場合、耐震対策緊急促進事業の

窓日は、当該地方公共団体となります。)

II耐臓対策緊急促進事業実施支援室からのお知らせ

水色の項目は詳細がありますぉ詳しくは、項目をクリックしてく

ださいぃ

■窓口と補助対象

本事業による補助は、建築物の区分、及び、地方公共団体による補助制度

の有無によつて、申請の窓口や補助金の支給方法が異なりますので、ご注意く

ださい。

下表の区分に従つて、本ホームページをご覧いただき、あるいは、窓口にお

問い合わせください。

トップページ

交         )レ

ついて

当該地方公共団体

にお問い合わせく

ださい。

説E珂会会爆の一亡存夏新しましたぃ鮮しくは、こちら丼ごいくださいぃ

4月 25日

4月 28日

建築物の区分

補強設計

耐震診断

補助金の申請窓口・方法 →

対象行為

耐震診断マニュアル

をご覧ください

四＼‖UJ辰 刈累糸心に

進事業実施支援室 )

が窓口となり、直接

的に補助を実施しま
十

整備されていない場
△

捕弓塗設計マニュアル

をご覧ください

=J百フア(■叫ノJハ ラヽい」1′十`

が窓口となり、国の

補助と地方公共団

体の補助を併せて
い仕 : 士‐

整備されている場
△

建築物の所在地の地方公共団体 (都道

府県又は市区町村)による当該建築物へ

の補助制度の整備状況

http://w瑚 ,taishin‐ shienjp/index.html

耐震改修

2014/04/30



耐震対策緊急促進事業実施支援室
診断が義務付けられる

妻規桂盛燃渤画記載建

離初は延塗をご覧くださ

い。
耐震基準について既存

議鏃 螂 蒜ρ
狸進証幅顧蜻釘廟慟議い関する国土交通省ホームページをご覧ください。

2/2ページ
耐羅改修マニュアル

をご覧ください

平成26年 4月 16日 (水 )から平成27年 2月 27日 (金 )(必着)

■ 診断義務付け対象建崇物の特定

本事業の対象は、耐震改修促進法によつて耐震診断の義務付け対象とされ

た一定の建築物に限られます。

義務付け対象の建築物の要件は法律及び政省令等で規定されております

が、個々の建築物が義務付け対象であるかどうかについて疑間がある場合に

は、所管行政庁 (耐震改修促進法の制度執行を行う都道府県・市区町村)にお

問い合わせください。

「要緊急安全確認大規模建築物」については、こちらをご覧ください。

■【問い合わせ先】

書類の提出先は下記のとおりとなります。

OFAX・ メールでのお問い合わせの際は氏名・法人名・連絡先等を明記の上、

下記の連絡先までお送りください。

※耐震対策緊急促進事業実施支援室は、本事業を活用して耐震診断等を行う所有者等に対し

補助金の交付事務等を行う者であり、国土交通省から公募により選定されています。

4ヽ適檜であり、吸止向▼震

改修促進法により、耐震

診断が義務付けられる

以下の建築物。

①地方公共団体が耐震

改修促進計画において

指定する緊急輸送道路

等の避難路沿道建築物
の著K楢蒔鳳ボ耐琶帝修

耐震改修

補強設計

耐震診断

(国からの直接補助

はありません)

当該地方公共団体

にお問い合わせく

ださい。

耐震対策緊急促進事業実施支援室

〒103-0027東京都中央区日本橋 1-2-5栄太楼ビル7F

TEL 03-6214-5838/FAX 03-6214-5798

E―Mail 匠亘]⑫ tDに h枯 ~Stten」 p  [メ ール送信 |

受付:月 ～金曜日(祝日、年末年始を除く)930～ 1■00

httpブ/www.taishin― shicnjP/index.html 2014/04/30



阿 廣 珂 束 繁 忌 促 進 学 柔 天 力也文 破 至 1/1へ ~ン

■「要緊ユ安全確認大規模建築物」について

要緊急安全確認大規模建築物の用途・規模は、次の表に掲げるものです。

≪前 に戻る ▲このページの先頭へ戻る

凱

対象建築物

I.耐 診 断 :

Q&A

平成25年度

事業説明会について

住宅・建築中勿の耐震化に

ついて

|(国土交挿省のサイトヘ)

耐 震 判 定 委 員会 の 一 質

(RT存 焉拿事物耐僣診断・護体

等椎韮全国ネットワーク委員

リンク・著作権・免責事項

会のサイトヘ)

一定量以上の危険物の貯蔵場又は処理場

の用途に供する建築物

保健所、税務署その他これらに類する公益

上必要な建築物

自動車車庫その他の自動車又は自転車の

停留又は駐車のための施設

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発

着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待

合の用に供するもの

理髪店、質屋、賃衣装屋、銀行その他これら

に類するサービス業を営む店舗

飲食店、キャパレー、料理店、ナイトクラブ、

ダンスホールその他これらに類するもの

公衆浴場

遊技場

博物館～美術館、図書館

幼稚園、保育園

老人福祉センター、児童厚生施設、身体障

害者福祉センターその他これらに類するもの

老人ホーム、老人短期入所施設、老人ホー

ムその他これらに類するもの

ホテル、旅館

百貨店、マーケットその他の物品販売業を含

む店舗

展示場

集会場、公会堂

劇場、鑑賞場、映画館、演芸場

病院、診療所

ボーリング場、スケート場、水泳場その他こ

れらに類する運動施設

体育館(一 般公共の用に供されるもの)

小学校、中学校、中等教育学校の前期課程

若しくは特別支援学校

用途

51000浦 以上、かつ、敷地境

界線から一定距離以内に

存する建築物

階数3以上かつ5,000ド以上

階数2以上かつ1.500席以上

階数2以上かつ5,000下 以上

階数3以上かつ51000ド以上

階数1以上かつ5,000浦 以上

階数2以上かつ31000席 以上

対象建築物の規模

株式等
はこちら

平成25年 度
交付申請マニュアル・

http://― .taishin‐ shienjp/kenchiku.httnl 2014/04/28



耐震対策緊急促進事業実施支援室 1/2ページ

■ 平成20年度耐摩対策緊急促進事業事業説明会の趣旨

耐震対策緊急促進事業には、①地方公共団体に補助制度が整備されてお

らず、国が単独で直接的に補助をする場合と、②地方公共団体に補助制度が

整備されており、地方公共団体と国が併せて補助する場合があります。

この説明会は、

明会です。

なお、地方公共団体に補助制度がある場合は、地方公共団体の補助制度と

併せて活用いただくことで、耐震診断等の補助率が高くなるよう措置されてい

ます(②の場合)。 このため、対象となる建築物が所在する地方公共団体(市

区町村及び都道府県)に対し、補助制度の有無やその要件を必ず事前にお間

い合わせください。この場合、耐震対策緊急促進事業の窓口は、当該地方公

共団体となります。

今回の説明会は、上記①の場合について紹介するものですので、この点を

ご理解くださいますようお願いします。

■ 平成20年度 耐震対策緊急促進事業 事業説明会について

全国9箇所にて、事業に関する説明会を下記の日時・会場にて実施します。

場所 (ア クセスマップ)

Q&A

平成25年度

田:平成20年度 耐震対策緊急促進事業 事条説明会の申込方法について

参加希望の方は開催日の4日 前までに、下記のいずれかの方法にてお申し込

みください。

(方法1)開催会場をご確認の上、「説明会参加希望申込書」をプリントアウトし

て必要事項を記入いただき、FAXをお送りください。事務局連絡先

(説明会FAX受付窓口03-3988-6421)

(方法2)メールアドレスをクリックしていただくと、お使い頂いているパソコンの

メールソフトが立ち上がりますので必要事項を入力していただき、「送

信」してください。

setsumeikai uketsuke@mxl ksknet cottp

※            の崩れにより正常にご利用いただけない場合があ

いただくか、ご自身が使用されているメールソフトに

発明会館 地下ホール
東京都港区虎ノ門2-9-14
httpノ/hatsumeikaikan com/accessl htmi

名古屋国際会議場 レセプションホール
愛知県名古屋市熱田区熱田西町1-1
htとD://― W na宜 OVa~Congress― centenip/access/sv

葵倭得美護寄耳箕区難波4-2-1難波ビルディング
httDノ/www namba2 com/nmhal1/access.DhD

アクロス福岡 国際会議場
福岡県福岡市中央区天神1-1-1
hi。ノ/www,acros_o百 D/aCCess/

アルフアあなぷきホール 多目的大会議室
香川県高松市玉藻町9-10
httD://WWw kenminhan com/access/

広島県」Aビル 貸し会場第7会議室

朱驚メッセ 中会議室
新潟県新潟市中央区万代島6-1

htLDプ/WWWiokimesse com/viskor/access/index.hl

TKP札幌ビジネスセンター赤れんが前
北海道札幌市中央区北四条西6-1毎 日札幌会館5

httDプ/tkDSappOro.net/akarenga/access shtmi

仙台国際センター 白橿 1

宮城県仙台市青葉区青葉山無番地
httDツ/WWW Sra OrJp/icenter/access transportadot

』

仙台会場

札幌会場

新潟会場

広島会場

高松会場

福岡会場

大阪会場

名古屋会場

東京会甥

会場名

平成26年 6月 3日 (火 )

13:30～ 15:30

平成26年6月 2日 (月 )

13:30～ 15:30

平成26年 5月 30日 (金 )

13:30-15:30

平成26年 5月 26日 (月 )

13:30～ 15:30

平成26年 5月 22日 (木 )

13:90～ 15:30

平成26年5月 21日 (水 )

13:30'ψ 15:30

平成26年 5月 20日 (火 )

13,30～ 15:30

平成26年 5月 19日 (月 )

13:30´Ψ可5:30

平成26年5月 15日 (木 )

10100'Ψ 12:00
13:30-15:30

開催日時

http:〃www.tttshin― shienjp/meetingohtml 2014/04/30
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鵞僣奮震語鍵 學争
名、電話番号、FAX番号及び参加者名をご記入の上ご

・おも`申し込みは先着順となっております。各会場には定員数がありますので、お
早めにお申し込みくだ

鴬t払みをお断りずることがあります。ご了承ください。定員に達した場合、お:

・受講案はございませんので、そのまま各会場へお越しください。

・説明会へのお申し込み、説明会場等についてのお問い合わせは、下記のお問
い合わせ先へお願いいたします。

ll平成20年度耐震対策緊急保進事業事泉脱明会→加希望申込書

平成26年度 耐震対策緊急促進事業 事業

説明会

参加希望申込書

口WORD

受講希望申請 送付先 :平成26年度 耐震対策緊急促進事業 事業

説明会事務局

(日 建学院講習事業部 )

E―MaiLsetsumeikal uketsuke@mxl.ksknet coiD/FAX103-3988-

6421

▼ PDF

以下よリダウンロードしてお使いください。

|!【平成26年度 事業説明会 問い合わせ先】

O平成26年度 耐震対策緊急促進事業 事業説明会事務局 (日 建

学院講習事業部 )

TEL:03-3988-1175/FAX:03-3988-6421

▲このページの井西へ農

h

http://―。taishin‐shienjp/14eeting.html 2014/04/30



耐震対策緊急促進事業実施支援室 1/6ペーン

耐露対曽緊魚仰椎事輩

事業説明会について

平成25年度
交付申請マニュアル・

様式等
はこちら

■ Q&A

下記の項目ごとに整理分類しています。クリックすると、該当項目の箇所に移

動します。

今49 対象建築物  地方公共団体の補助制度との関係  耐震診断

補強設計・耐震改修  関係省庁等の補助との併用  その他

■全般
Ql司 耐震対策緊急促進事業による国から直接支援を行う補助制度の補助金交

付申請はいつから受付するのですか。

Aイ ーヽ 平成26年度の補助金交付申請の受付は、4月 可6日 (水 )に開始しておりま

す。

Ql-2耐震対策緊急促進事業に係る補助金を申請する場合、申請者は建築物

の所有者に限られますか。

Al-2原則、耐震対策緊急促進事業に係る補助金を申請し、事業を実施するの

は建築物の所有者ですが、その他の者が、所有者の同意を得て申請し事

業を実施することを妨げるものではありません。

Q可 -3対象建築物が区分所有建物の場合、申請は誰が行うことになりますか。

Al-3原則として、区分所有法上の管理者又は代表者が、補助の申請を行う事と

なります。その他の場合については、個別に窓口にご相談ください。

Ql-4補助金交付申請と併行して耐震診断の見積りを取る行為は、事業着手と

みなされますか。

Al-4耐震診断の契約をもつて事業着手とみなします。なお見積書は、交付申請

における必要提出書類となるため、申請前に取得することになると考えら

れます。

Q卜5この補助制度は将来に亘つて継続の予定はありますか。

Al-5耐震対策緊急促進事業は平成27年度末までに事業に着手するものに限り

補助対象としており、現時点でその後の予定はありません。平成28年度以

降に事業着手するものは、通常の補助制度 (地方公共団体が行う補助)の

対象とすることは可能です。

Ql-6交付申請を行つた場合、交付決定までどのくらい期間がかかりますか。

Al-6国が直接補助を行う場合は耐震対策緊急促進事業実施支援室、地方公

共団体の補助制度がある場合は、各地方整備局等が適正な申請書類を

受理してから、30日 以内に決定通知を発出します。

Ql-7耐震改修工事を建築物を使用しながら実施し、建築物内において移転が

必要になる場合、それに要する費用は補助対象となりますか。又、仮移転

の場合には、その費用は補助対象となりますか。

Al-7あくまで耐震改修工事に係る費用が対象となりますので、移転に要する費

用及び仮移転の費用は耐震対策緊急促進事業の対象となりません。

▲このベージの先頭へ戻る

■対象建築物
Q2-1耐震対策緊急促進事業による、国の直接補助の対象となる建築物は何で

すか。

A2-1建築基準法による新耐震基準の適用 (昭和56年 6月 1日 )よ り前に着工され

た、いわゆる既存不適格建築物であつて、改正耐震改修促進法附則第3条

に定めるものが対象となります。

①不特定多数が利用する大規模建築物(附則第3条

第一号 )

トップページ

対象建築物

|   お知らせ

Ⅲ.耐震改修

狙

エ
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②避難弱者が利用する大規模建築物等(附則第3条

第二号 )

③危険物の貯蔵場又は処理場で大規模なもの(附則

第3条第二号)

のいずれかに該当するもの又は位置づけが確実なも

の 。

詳しくはこちらをご覧ください。

Q2-2耐震基準について既存不適格建築物であるビルに、物品販売業を営む

5000m2以上の店舗と、事務所がテナントとして入つています。補助金の算

定に当たり、事務所に係る部分を切り出さなければなりませんか。

A2-2このような複合施設の場合、改正耐震改修促進法附則第3条に規定する

用途に該当する部分の面積の合計が法令で定める規模以上であれば、耐

震診断義務付け対象の建築物となります。耐震診断義務付け対象となつ

た建築物に、対象外の用途が含まれる場合であつても、建築物全体の延

べ床面積により補助対象限度額を算定することができます。

Q2-3昭和56年 6月 1日 以降に新耐震基準によつて建てられた建築物ですが、補

助の対象となりますか。

A2-3改正耐震改修促進法附則第3条に定める建築物のみが対象となりますの

で、本補助事業の対象とはなりません。

Q2-4新耐震基準適用前の着工なのか否かわかりません。どうしたらよいです

か 。

A2-4昭和56年 6月 1日 以降に着工した建築物は、新耐震基準が適用されている

はずです。まずは、着工の時期を調べてみてください。当時の建築確認の

関係書類、登記簿等をもとに確認してください。

不明であれば、建築物が存する所管行政庁(建築確認などを行つている地

方公共団体)に問い合わせてみてください。

Q2-5改正耐震改修促進法による耐震診断の義務付け対象建築物であるか否

かをどのように調べればいいですか。

A2-5改正耐震改修促進法及び同法施行令等の規定に照らしご判断下さい。不

明の場合には、建築物が存する所管行政庁(建築確認などを行つている地

方公共団体)に対し、耐震診断義務付け対象建築物であるかどうかについ

てお問い合わせ下さい。

Q2-6建築基準法の違反建築物は、補助対象になりませんか。

A2-6建築基準法の耐震関係規定に違反しているものは、同規定について同法

第3条第2項の規定の適用を受けていないため、診断義務付けの対象外と

なることから、耐震対策緊急促進事業の補助対象とすることはできませ

ん 。

一方、耐震関係規定以外の規定に違反している建築物で耐震診断の義務

付け対象となるものについては、耐震化工事前に違反是正をするか、耐震

化工事とあわせて違反を是正することを前提として、補助を実施することは

可能です。

▲このページの先頭へ戻る

田I地方公共団体の補助制度との関係

Q3-1所在地の市区町村では補助制度がありませんが、都道府県による補助が

受けられます。このような場合、耐震対策緊急促進事業による、国からの

直接補助に申込みできますか。

A3¬ 国からの直接補助に申込みができるのは、所在地の地方公共団体 (都道

府県・市区町村のいずれも)に補助制度がなく、その補助を受けることがで

きない場合に限られます。都道府県又は市区町村に補助制度が整備され

ている場合は、地方公共団体の補助制度を併せてご活用いただくことで、

補助率が高くなるよう措置されているため、建物所有者の負担が軽減され

ます。この場合は、当該地方公共団体が申請の窓口になります。
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Q3-2所在地の地方公共画体の本年度の予算が不足して、その補助の受付が

終了してしまいました。早急に診断を開始したいのですが、耐震対策緊急

促進事業による、国からの直接補助に申込みできますか。

A3-2補助率は低くなりますが、本事業へ申請いただくことは可能です。

Q3-3地方公共団体に補助制度はありますが、その対象要件が、中小企業のみ

に限定されています。地方公共団体の補助の対象要件に該当しない場

合.耐震対策緊急促進事業による、国からの直接補助に申込みできます

か 。

A3-3地方公共団体の補助制度の対象外であれば、制度が整備されていないと

の判断で国から直接の補助を受けることができます。その際の申請窓口は

耐震対策緊急促進事業実施支援室となります。

Q3-4地方公共団体に「耐震診断補助事業」という名称の事業はあるのですが、

建物の現況調査や、耐震診断が必要か否かの予備的な調査の事業のみ

が補助の対象であつて、「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施につい

て技術上の指針となるべき事項 (平成 8ヽ年国土交通省告示第184号 )」 に

基づき実施する耐震診断を行う場合は補助の対象とはなりません。この場

合、耐震対策緊急促進事業による、国からの直接補助に申込みできます

か 。

A3-4地方公共団体の補助制度の対象外であれば、制度が整備されていないと

の判断で国から直接の補助を受けることができます。その際の申請窓口は

耐震対策緊急促進事業実施支援室となります。

▲このベージの先頭へ戻る

■耐震診断
Q4-1既に耐震診断を実施済みです。耐震対策緊急促進事業の耐震診断に対

する補助金はもらえますか。

A4-1既に耐震診断を実施済みの場合は、耐震診断についての補助金は対象

外です。

Q4-2現在、耐震診断を実施中です。耐震対策緊急促進事業の耐震診断に対す

る補助金はもらえますか。

A4-2補助金交付決定後に事業に着手 (耐震診断の契約の締結)する耐震診断

のみが補助の対象となります。既に実施中の場合は対象となりません。

Q4-3耐震診断は誰に頼んでもよいですか。

A牛3改正耐震改修促進法に基づく耐震診断の義務付けについては、耐震診断

を実施する者の要件として、

① 一級建築士、二級建築士又は木造建築士であって、耐震診断を行う者

として必要な知識及び技能を修得させるための講習として国土交通大臣の

登録を受けたものを修了した者 (建築士法(昭和25年法律第202号 )第 3

条第1項、第3条の2第 1項又は第3条の3第 可項に規定する建築物につい

て耐震診断を行う場合にあつては、当該各項に規定する建築士に限る。)

② ①のほか回土交通大臣が定める者

としています。したがつて、本補助制度による補助を受けて耐震診断を実

施する場合には、これらの要件を満たす者による耐震診断であることが必

要です。

Q牛4耐震診断には、簡易から第1次 、第2次と段階がありますが、どの段階まで

行う必要がありますか。

A4-4簡易診断については、単に外見等から判断し、Is値 の算出を行わないよう

な診断であれば、有効とすることはできないものと考えられます。

耐震診断基準と同等の基準として認定されている既存鉄筋コンクリート造

建築物の耐震診断基準では、評価方法として、第1次診断法、第2次診断

法、第3次診断法があり、殊数が増えるにしたがつて診断の方法が詳細に

なります。

第1次診断のみを実施した場合には、Is値が08以上の場合のみ報告が可
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能です。O.8未満の場合には第2次診断以上の診断が必要であり、第1次診

断のみでは耐震診断の結果の報告はできません。

第 1次診断

第2次鬱断・第3次診断

Is≧ Oε   lsく 0_S

耐霞性あ り

公ヽ表〕

Is(06 1s20.6

扁寸霞性を し

f公 表

'

耐震性あり
(公表 )

Q4-5補助を受けて耐震診断を行つた場合、その結果については必ず第二者機

関による評価を受けなければなりませんか。

A牛5耐震対策緊急促進事業では、国が直接補助を行う場合の診断結果につい

て、第二者機関の評価を必須とはしておりませんが、所管行政庁によって

は、耐震診断結果について耐震改修促進法に基づき報告を受取る際に、

第二者機関の評価書の添付等を求める場合があります。そのような場合

など、診断に要する費用に当該評価に係る費用も含めて補助申請を行うこ

とができます。

▲このページの先頭へ戻る

|!補強設計・耐震改停

Q5-1既に補強設計を実施済みです。耐震対策緊急促進事業の補強設計に対

する補助金はもらえますか。

A5-1既 に補強設計を実施済みの場合は、補強設計についての補助金は対象

外です。

Q5-2現在、補強設計を実施中です。耐震対策緊急促進事業の補強設計に対す

る補助金はもらえますか。

A5-2補助金交付決定後に事業に着手 (補強設計の契約の締結)する補強設計

のみが補助の対象となります。既に実施中の場合は対象となりません。

Q5-3既に耐震改修を実施済みです。耐震対策緊急促進事業の耐震改修に対

する補助金はもらえますか。

A5-3既 に耐震改修を実施済みの場合は対象外です。

Q5-4現在、耐震改修を実施中です。耐震対策緊急促進事業の耐震改修に対す

る補助金はもらえますか。

A5-4補助金交付決定後に事業に着手 (耐震改修の契約の締結)する耐震改修

のみが補助の対象となります。既に実施中の場合は対象となりません。

Q5-5耐震診断から耐震改修までを同時に申し込めますか。

A5-5耐震改修の補助対象は、耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断さ

れたものに限定されていますので、同時に申請することはできません。

Q5-6耐震改修の水準はどの程度確保すればよいでしょうか。

A5-6木造の場合はIw=1,0以上、非木造の場合はIs=06以 上かつq=10以上相当

を満たすようにしてください。

Q5-7耐震改修の工法に制約はありますか。

A5-7制約はありませんが、補強設計の内容について、耐震判定委員会等の第

二者機関による判定,評価、建築確認、所管行政庁による耐震改修計画

の認定、建築基準法による全体計画の認定のうちいずれかの方法により、

地震に対して安全な構造になることを明らかとし、そのことを証する書類の

写しを提出してください。

Q5-8耐震判定委員会とは何ですか。どこにあるのですか。

A5-8
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耐震改修計画に関する評価・判定等を行う委員会で、「既存建築物耐震診

断・改修等推進全国ネットワーク委員会 (全国耐震ネットワーク委員会)」 の

参加団体が設置しています。委員会は、学識経験者、実務経験者等で構

成され、判定は、委員の合議により決定されます。判定委員会の一覧は、

全国耐震ネットワーク委員会のホームページを参照してください。

Q5-9地元の判定委員会が混み合つているようです。どうしたらよいでしようか。

A5-9他 の判定委員会の活用が考えられます。全国耐震ネットワーク委員会の

ホームページでも混雑状況を表示していますので参考としてください。

Q5-耐震改修以外の工事を同時に行つた場合は補助の対象となりますか。

10

A5-耐震改修に係る工事のみ補助の対象となりますので、耐震改修工事に係

10 る部分のみ内訳を抽出してください。耐震改修に係るものとその他とに明確

に区分できない費用については、各々の工事費率で按分することができま

す。

Q5-耐震改修工事中あるいは工事終了時に国の検査はあるのですか。

11

A5-耐震対策緊急促進事業実施支援室は、提出された実績報告書の内容につ

¬ いて、交付決定の内容とそれに附した条件通りに行われたかどうか審査

し、現地検査等を行います。必要に応じて、関係資料の提出や報告を求め

ることがあります。

Q5-建替や改修工事をしないで解体する場合は、補助の対象となりますか。

12

A5-除却工事費のみの場合、国から直接行う補助の対象となりません。ただし、

12 地方公共団体が耐震改修促進計画において指定する緊急輸送道路等の

避難路沿道建築物の対象 (要安全確認計画記載建築物 )となる場合は除

却のみの工事費を対象とすることができます。

Q5-交付限度額が32,300円 /m=となる、「免震工法等特殊な工法」とはどのような

13 ものですか。

A5-特殊な工法は効果的に耐震性が向上できる一方、一般的な工法と比べ高

13 価となるものを想定しています。免震工法や制震工法等がこれに当たりうる

と考えられますが、採用される工法が「免震工法等特殊な工法」に該当する

か否かにつきましては、窓口にご相談ください。

Q5-建替工事でも対象となりますか。

14

A5-耐震改修に代わつて行う建替工事の費用については、補助対象とすること

14 ができます。その場合、除却工事費用も含めて対象となりますが、補助金

の額は耐震改修費用相当(従前建築物の延べ面積に48,700円 /m?をかけた

額)に補助率をかけたものとなります。

Q5-建替えの場合、別地建替えの場合にあつても補助対象とすることができま

15 すか。

A5-原則として、既存建築物が存する敷地を含む敷地で行う建て替え工事が対

15 象となります。

ただし、災害時に重要な機能を果たす建築物又は災害時要援護者が利用

する建築物であり、かつ、当該建築物が地震による津波の浸水のおそれが

ある区域内にある場合については、別地で建て替えざるを得ないものとして

対象とすることができます。また、これらのほか、敷地の制約上、別地にて

建て替えざるを得ないなどやむを得ない理由がある場合は、窓口にご相談

ください。

▲このベージの先頭へ戻る

|!関係省庁等の補助との併用

Q6-1
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文部科学省の学校耐震化や厚生労働省の病院耐震化の補助と、この耐

震対策緊急促進事業による国からの直接補助の両方を利用することはで

きますか。

Q6封 これらの制度を併用して同一の建築物の同一の改修工事に補助金を二重

に得ることはできません。ただし、耐震診断と耐震改修工事のそれぞれに

別の補助金をあてることは可能です。
▲このページの先頭へ戻る

■その他
Q7-1平成26年度の実績報告の受付締め切り日に間に合わない場合はどうなり

ますか。

A7-1原則として本年度内の補助金の支払いはできません。来年度以降の支払

いとなります。

Q7-2補助申請を行うにあたつて、見積は複数社から取ることが必要となります

か 。

A7-2-社 のみで問題ありませんが、不適当と判断される場合には、別の見積を

求めることがあります。

▲このページの先頭へ戻る
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